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○松本市福祉医療費給付金条例 

平成１５年３月１４日 

条例第２号 

改正 平成１７年３月２２日条例第１２５号 

平成１８年３月１６日条例第２５号 

平成１８年９月２２日条例第５５号 

平成２０年３月６日条例第１８号 

平成２０年６月１９日条例第４０号 

平成２１年３月２３日条例第１５号 

平成２１年９月２９日条例第６３号 

平成２２年３月１９日条例第４６号 

平成２３年３月１８日条例第７号 

平成２４年６月２１日条例第３４号 

平成２５年３月１５日条例第１１号 

平成２６年６月１９日条例第１２２号 

平成２７年３月１３日条例第２３号 

松本市医療費特別給付金条例（昭和４９年条例第８１号）の全部を改正する。 

（目的） 

第１条 この条例は、乳幼児、児童、障害者、母子家庭の母子、父母のない児童及び父子家

庭の父子（以下「乳幼児等」という。）の健康保持と福祉の増進を図るため、乳幼児等が

療養の給付又は療養費の支給等（以下「療養の給付等」という。）を受けたときに、福祉

医療費給付金（以下「給付金」という。）を支給することについて、必要な事項を定める

ことを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

（１） 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。 

ア 健康保険法（大正１１年法律第７０号） 

イ 船員保険法（昭和１４年法律第７３号） 

ウ 私立学校教職員共済法（昭和２８年法律第２４５号） 

エ 国家公務員共済組合法（昭和３３年法律第１２８号） 
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オ 国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号） 

カ 地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号） 

（２） 医療保険者 医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う政府、健康保険

組合、市町村（特別区を含む。）、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・

共済事業団をいう。 

（３） 医療保険加入者等 次に掲げる者をいう。 

ア 健康保険法の規定による被保険者。ただし、同法第３条第２項の規定による日雇特

例被保険者を除く。 

イ 船員保険法の規定による被保険者 

ウ 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者 

エ 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員 

オ 国民健康保険法の規定による被保険者 

カ 健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法（他の法律において準用する場合

を含む。）又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者。ただし、健康保険法

第３条第２項の規定による日雇特例被保険者の同法の規定による被扶養者を除く。 

キ 健康保険法第１２６条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳

に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及び同法

の規定によるその者の被扶養者。ただし、同法第３条第２項ただし書の規定による承

認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法

第１２６条第３項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者並びに同法

の規定によるその者の被扶養者を除く。 

ク 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）の適用を受ける者 

（４） 保険医療機関等 医療保険加入者等に対し、療養の給付等を行うことができる病

院、診療所、薬局、訪問看護ステーション等をいう。 

（５） 協力医療機関等 保険医療機関等のうち、給付金の支給について市長と契約を締

結したものをいう。 

（受給資格者） 

第３条 給付金の支給を受けることができる者（以下「受給資格者」という。）は、市内に

住所を有する医療保険加入者等（市内に居住している者であって、特別の事情によりその

者が住所を有することができないことについて市長が承認した者を含む。以下同じ。）又

は市の区域外に所在する特定施設（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた
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めの法律（平成１７年法律第１２３号。以下（障害者総合支援法）という。）第１９条第

３項並びに附則第４条、附則第１８条第１項及び第２項に規定する特定施設をいう。以下

同じ。）に入所する障害者であって、同法第１９条第３項の規定により市長が支給決定を

行う者（以下「市長が支給決定した市外特定施設入所障害者」という。）のうち、次表に

掲げる者（特定施設に入所する障害者のうち、障害者総合支援法第１９条第３項の規定に

より本市以外の市区町村長が支給決定を行う者、生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）

の規定による保護を受けている者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰

国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）の規定に基づく支援給付を受けている者を除く。）とする。 

区分 対象者 所得による制限 

子育て支援医療 出生の日から満１５歳に達す

る日以後の最初の３月３１日ま

での間にある者 

  

障害者支援医療 （１） 身体障害者福祉法（昭

和２４年法律第２８３号）の

規定により身体障害者手帳の

交付を受けた者のうち、障害

程度等級が４級以上に該当す

る者 

（２） 療育手帳交付要綱（昭

和５０年長野県告示第１９２

号）の規定により療育手帳の

交付を受けた者のうち、障害

の程度（総合判定）がB１以

上に該当する者 

（３） 精神保健及び精神障害

者福祉に関する法律（昭和２

５年法律第１２３号）の規定

により精神障害者保健福祉手

帳の交付を受けた者のうち、

障害等級が１級に該当する者

左に掲げる者（障害程度等級が１級若し

くは２級若しくは障害の程度（総合判定）

がA１に該当する者又は精神１級該当者又

は出生の日から満１８歳に到達する日以

後の最初の３月３１日までの間にある者

を除く。）及びその者の配偶者又はその者

の扶養義務者でその者の生計を維持する

者の前年の所得（１月から７月までの間に

受けた療養の給付等については前々年の

所得。以下同じ。）が特別児童扶養手当等

の支給に関する法律の規定による特別障

害者手当の支給を受けることができる額

以下であること。 
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（以下「精神１級該当者」と

いう。）又は障害等級が２級

に該当する者（以下「精神２

級該当者」という。） 

（４） 特別児童扶養手当等の

支給に関する法律（昭和３９

年法律第１３４号）の規定に

よる障害児 

（５） ６５歳以上の者であっ

て、国民年金法施行令（昭和

３４年政令第１８４号）別表

に定める程度の障害の状態に

ある者 

ひとり親家庭支

援医療 

母子及び父子並びに寡婦福祉

法（昭和３９年法律第１２９号）

の規定による配偶者のない女子

であって、１８歳未満の児童又

は１８歳以上２０歳未満で高等

学校その他市長が認める施設に

在学若しくは在校中の者（以下

「１８歳未満の児童等」とい

う。）を現に扶養している者（以

下「母子家庭の母」という。） 

左に掲げる者の前年の所得が児童扶養

手当法（昭和３６年法律第２３８号）第９

条の規定による児童扶養手当の一部の支

給を受けることができる額以下、かつ、そ

の者の扶養義務者でその者と生計を同じ

くする者の前年の所得が同法第１０条の

規定による児童扶養手当の支給を受ける

ことができる額以下であること。 

母子家庭の母が現に扶養する

１８歳未満の児童等 

左に掲げる者の前年の所得が児童扶養

手当法第１０条の規定による児童扶養手

当の支給を受けることができる額以下で

あること。 

母子及び父子並びに寡婦福祉

法附則第３条の規定による父母

のない児童のうち、１８歳未満

の児童等 

左に掲げる者及びその者の養育者の前

年の所得が児童扶養手当法第９条の２の

規定による児童扶養手当の支給を受ける

ことができる額以下、かつ、その者の養育
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者の配偶者又はその者の養育者の扶養義

務者でその養育者の生計を維持している

者の前年の所得が同法第１０条の規定に

よる児童扶養手当の支給を受けることが

できる額以下であること。 

配偶者のない男子（母子及び

父子並びに寡婦福祉法第６条第

１項中「女子」を「男子」に読

み替えて同項を適用した者をい

う。）であって、１８歳未満の

児童等を現に扶養している者

（以下「父子家庭の父」という。） 

左に掲げる者の前年の所得が児童扶養

手当法第９条の規定による児童扶養手当

の一部の支給を受けることができる額以

下、かつ、その者の扶養義務者でその者と

生計を同じくする者の前年の所得が同法

第１０条の規定による児童扶養手当の支

給を受けることができる額以下であるこ

と。 

父子家庭の父が現に扶養する

１８歳未満の児童等 

左に掲げる者の前年の所得が児童扶養

手当法第１０条の規定による児童扶養手

当の支給を受けることができる額以下で

あること。 

（受給者証の交付） 

第４条 受給資格者が給付金の支給を受けようとするときは、あらかじめ市長に福祉医療費

受給者証（以下「受給者証」という。）の交付申請（以下「交付申請」という。）をしな

ければならない。 

２ 交付申請は、交付申請の際現に市内に住所を有する者でなければすることができない。

ただし、市長が支給決定した市外特定施設入所障害者については、この限りでない。 

３ 市長は、交付申請があったときは、受給資格者の要件を審査し、要件を満たす者につい

て、必要に応じて受給者証を交付する。 

（受給資格の得喪） 

第５条 受給資格者が給付金の受給資格を取得する日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当

該各号に定めるところによる。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限

りでない。 

（１） 受給資格者の要件を具備したとき 当該要件を具備した日の属する月の初日 

（２） 出生若しくは転入したとき又は他の法令等で療養の給付等を受けていた者が新た
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に受給資格者となったとき 当該事実の発生した日 

２ 受給資格者が給付金の受給資格を喪失する日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各

号に定めるところによる。 

（１） 転出又は死亡したとき 当該事実の発生した日の翌日 

（２） 生活保護法の規定による保護を受けることとなったとき 当該事実の発生した日 

（３） 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定

配偶者の自立の支援に関する法律の規定に基づく支援給付を受けることとなったとき 

当該事実の発生した日 

（４） 前３号に掲げるもののほか、受給資格者の要件を満たさなくなったとき 当該事

実の発生した日の属する月の翌月の初日 

（支給額） 

第６条 給付金の支給額は、受給資格者が療養の給付等（精神１級該当者又は精神２級該当

者の入院に係る療養の給付等を除く。）を受けたときに、医療保険各法又は高齢者の医療

の確保に関する法律（以下「医療保険各法等」という。）の規定により算定した費用額か

ら次に掲げる額を控除した額とする。 

（１） 医療保険各法等の規定により医療保険者が負担する額 

（２） 医療保険各法等の規定による入院時食事療養費の標準負担額又は入院時生活療養

費の生活療養標準負担額（食費に係る部分に限る。）の２分の１に相当する額 

（３） 医療保険各法（国民健康保険法を除く。以下この号において同じ。）の規定によ

り規約、定款又は運営規則等で医療保険各法に規定する保険給付にあわせて、これに準

ずる給付を行う旨の定めをしたときは、現に給付を受けるか否かにかかわらず、その規

定により給付を受けることができる額 

（４） 国民健康保険法の規定により条例又は規約の定めるところにより一部負担金の割

合が減ぜられ、又はその他の保険給付（疾病及び負傷の療養に係るものに限る。）を受

けることができるときは、これらに相当する額 

（５） 他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担において、医療に関する給付を

受けることができるときは、その額 

（６） 給付金の支給に要する事業費の一部に充てるため、受給資格者が負担すべきもの

として市長が別に定める額 

（受給者証等の提示） 

第７条 受給資格者は、協力医療機関等で療養の給付等を受けようとするときは、その都度、
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医療保険加入者等であることを証する書面とともに受給者証を提示しなければならない。 

（給付金支給申請） 

第８条 受給資格者は、給付金の支給を受けようとするときは、市長に給付金の支給申請（以

下「給付金支給申請」という。）をしなければならない。 

２ 給付金支給申請は、受給資格者が一部負担金等の全額を支払った後でなければ、するこ

とができない。 

３ 給付金支給申請は、受給資格者が療養の給付等を受けた日の属する月の翌月の初日から

起算して１年を経過したときは、することができない。ただし、市長が受給資格者に特別

の理由があると認めたときは、当該期間を１年間延長することができる。 

４ 受給資格者が前条の規定により医療保険加入者等であることを証する書面とともに受

給者証を提示して協力医療機関等で療養の給付等を受け、一部負担金等の全額を支払った

ときは、給付金支給申請があったものとみなす。 

（支給決定） 

第９条 市長は、給付金支給申請があったときは、その内容を審査して支給の可否を決定す

るものとする。 

（譲渡等の禁止） 

第１０条 給付金の支給を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。 

（不正・不当利得の返還） 

第１１条 市長は、偽りその他不正な手段により給付金の支給を受けた者があるときは、そ

の者に既に支給した給付金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。 

２ 市長は、受給資格者の疾病又は負傷が第三者の行為によってなされた場合において、当

該受給資格者が当該第三者から疾病又は負傷に関して損害賠償を受けたときは、その価額

の限度において給付金の全部又は一部を支給せず、又は既に支給した給付金の額に相当す

る金額を返還させることができる。 

（支給の停止） 

第１２条 市長は、別に定める医療費貸付制度の対象者として認定した受給資格者が、医療

費貸付制度の利用について著しく不適切な行為をしたときは、当該受給資格者に係る給付

金の支給を停止することができる。 

（委任） 

第１３条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 
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（施行期日） 

１ この条例は、平成１５年７月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前に受けた療養の給付等に係る給付金

の支給については、平成１６年２月１６日までに市長に申請されたものに限り、この条例

による改正前の松本市医療費特別給付金条例（以下「旧条例」という。）の規定によるも

のとし、平成１６年２月１７日以後に市長に申請されたものは、この条例による改正後の

松本市福祉医療費給付金条例（以下「新条例」という。）の相当規定によるものとする。 

３ この条例の施行の際現に旧条例の規定による特別給付金の支給を受けている者（６５歳

以上７０歳未満の独り暮らし老人を除く。）で、新条例の規定により引き続き受給資格者

となることができる者は、新条例の規定による受給資格者で交付申請があった者とみなし

て受給者証を交付する。 

４ この条例の施行の際現に旧条例の規定による６５歳以上７０歳未満の独り暮らし老人

として特別給付金の支給を受けている者は、新条例の規定による老人である受給資格者で

交付申請があった者とみなして受給者証を交付する。 

５ 施行日から平成１５年７月３１日までの間に受けた療養の給付等に係る新条例の適用

については、新条例第３条の表中「前年の所得（１月から７月までの間に受けた療養の給

付等については前々年の所得。以下同じ。）」とあるのは「前年の所得」と、「当該年度

分の個人市民税（４月から７月までの間に受けた療養の給付等については前年度分の個人

市民税。以下同じ。）」とあるのは「当該年度分の個人市民税」と読み替えるものとする。 

（四賀村、安曇村、奈川村及び梓川村の編入に伴う経過措置） 

６ 四賀区域、安曇区域、奈川区域又は梓川区域に住所を有する者が平成１８年７月３１日

までに受けた療養の給付等に係る給付金は、この条例の規定にかかわらず、四賀村福祉医

療費給付金条例（平成１５年四賀村条例第１４号）、安曇村福祉医療費給付金条例（平成

１５年安曇村条例第１３号）、奈川村福祉医療費給付金条例（平成１５年奈川村条例第１

８号）又は梓川村福祉医療費給付金条例（平成１５年梓川村条例第２号）（次項において

「４村の条例」という。）の例による。 

７ 前項の場合において、４村の条例の例により受給者証の交付を受けている者で、第３条

に規定する受給資格者の要件に該当するものの給付金の支給額については、この条例の規

定を適用する。 

（波田町の編入に伴う経過措置） 
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８ 波田町の編入の日（この項及び次項において「編入日」という。）前に波田町福祉医療

費給付金条例（昭和５６年条例第２３号。この項及び次項において「波田町条例」という。）

の規定によりなされた受給資格の確認その他の行為（受給資格がこの条例に定めるものと

同等である場合に限る。）又は編入日前に現に波田町条例の規定によりなされた支給の申

請その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた支給の申請その他の行為とみなす。 

９ 編入日の前日において波田町条例の規定による給付金を受けていた者に係る編入日ま

での療養の給付等に係る給付金は、波田町条例の例による。 

附 則（平成１７年３月２２日条例第１２５号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の松本市福祉医療費給付金条例第６条第２号の規定は、この条例

の施行の日（以下「施行日」という。）以後に療養の給付等を受けたものから適用し、施

行日前に療養の給付等を受けたものについては、なお従前の例による。 

附 則（平成１８年３月１６日条例第２５号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１８年４月１日から施行する。ただし、第３条の表の改正規定中障害

者の項を改める部分は、平成１８年８月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の松本市福祉医療給付金条例（以下「新条例」という。）第３条

の規定は、この条例の施行の日（障害者に係るものについては、前項ただし書に規定する

日。以下同じ。）以後に受けた療養の給付等に係るものから適用し、この条例の施行の日

前に受けた療養の給付等に係るものについては、なお従前の例による。 

３ 平成１８年４月１日以後に四賀区域、安曇区域、奈川区域及び梓川区域に住所を有する

乳幼児が受けた療養等の給付に係る給付金については、附則第６項の規定にかかわらず、

新条例の規定を適用する。 

附 則（平成１８年９月２２日条例第５５号） 

この条例は、平成１８年１０月１日から施行する。 

附 則（平成２０年３月６日条例第１８号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２０年８月１日から施行する。ただし、第２条第３号ク及び第６条の
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改正規定は、平成２０年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の第３条の規定は、平成２０年８月１日（以下「適用日」という。）

以後に受けた療養の給付等に係るものから適用し、適用日前に受けた療養の給付等に係る

ものについては、なお従前の例による。 

附 則（平成２０年６月１９日条例第４０号） 

改正 平成２１年３月２３日条例第１５号 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２０年８月１日から施行する。ただし、第２条の規定は、公布の日か

ら施行する。 

（経過措置） 

２ 平成２０年８月１日（以下「適用日」という。）の前日において現に第１条の規定によ

る改正前の松本市福祉医療費給付金条例（以下「旧条例」という。）第３条の老人に該当

し、かつ、適用日以後も引き続き旧条例第３条の老人に該当している者については、なお

従前の例による。この場合において、旧条例第６条中「高齢者の医療の確保に関する法律」

とあるのは、「健康保険法第７４条第１項第２号、同法第１１０条第２項第１号ハ、同法

第１４５条第４項及び健康保険法施行令（大正１５年勅令第２４３号）第４２条第３項第

３号又は第５項第３号」とする。 

３ 第１条の規定による改正後の松本市福祉医療費給付金条例の規定は、適用日以後に受け

た療養の給付等に係るものから適用し、適用日前に受けた療養の給付等に係るものについ

ては、なお従前の例による。 

附 則（平成２１年３月２３日条例第１５号） 

この条例は、平成２１年４月１日から施行する。 

ただし、第２条の規定は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２１年９月２９日条例第６３号） 

この条例は、平成２１年１０月１日から施行する。 

附 則（平成２２年３月１９日条例第４６号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２２年４月１日から施行する。ただし、附則に見出し及び２項を加え

る改正規定は、平成２２年３月３１日から施行する。 

（経過措置） 
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２ この条例による改正後の第１条、第３条及び第６条の規定は、平成２２年４月１日（以

下「適用日」という。）以後に受けた療養の給付等に係るものから適用し、適用日前に受

けた療養の給付等に係るものについては、なお従前の例による。 

（準備行為） 

３ 受給者証の交付その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前

においても行うことができる。 

附 則（平成２３年３月１８日条例第７号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の第３条及び第６条の規定は、平成２３年４月１日（以下「適用

日」という。）以後に受けた療養の給付等に係るものから適用し、適用日前に受けた療養

の給付等に係るものについては、なお従前の例による。 

附 則（平成２４年６月２１日条例第３４号） 

この条例は、平成２４年８月１日から施行する。 

附 則（平成２５年３月１５日条例第１１号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の松本市福祉医療費給付金条例の規定は、平成２５年４月１日

（以下「適用日」という。）以後に受けた療養の給付等に係るものから適用し、適用日前

に受けた療養の給付等に係るものについては、なお従前の例による。 

（準備行為） 

３ 受給者証の交付その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前

においても行うことができる。 

附 則（平成２６年６月１９日条例第１２２号） 

この条例は、平成２６年１０月１日から施行する。 

附 則（平成２７年３月１３日条例第２３号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 
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２ この条例による改正後の松本市福祉医療費給付金条例の規定は、平成２７年４月１日

（以下「適用日」という。）以後に受けた療養の給付等に係るものから適用し、適用日前

に受けた療養の給付等に係るものについては、なお従前の例による。 

 


